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％ 対象年
南アジア 1,538.45 15.1 2013
　インド 1,593.26 21.2 2011
　バングラディッシュ 1,211.70 18.5 2010
　ネパール 743.32 15.0 2010
　パキスタン 1,434.70 6.1 2013
　スリランカ 3,926.17 2％未満 2012
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インドでは、長年の課題であった物品・サービス税（以下では GST）の導入に目途が

立ち、7 月 1 日から実施される見込みとなった。当初計画された単一税率に代わり 5％
から 8％までの異なる 4 段階の税率が採用される予定となるなど、税率の一本化は見送

られた。しかし、15 種類を超える税構造が一本化されるといった簡素化は実現するた

め、企業の納税事務コストを減らす効果は期待でき、外資系企業にとってインドの投資

環境はより改善しそうである。 

モディ政権は、GST 導入に先立ち、①防衛産業と保険業への出資比率の上限引き上げ

などの外資規制の緩和、②鉄道系統の民間・外資への開放、③港湾開発促進など、ソフ

ト・ハード両面のインフラ整備で一定の成果を上げてきた。土地収用法と労働法の改正

は実現していないが、破産・倒産法を成立させ、重要な法制度の整備も徐々に進んでい

る。これらがもたらすプラスの効果に加え、原油価格の低位安定を追い風に物価が落ち

着きを示したこともあって、経済は実質 GDP 成長率が 7％程度で推移するなど好調を

維持している。懸念された 2016 年 11 月の高額紙幣廃止の悪影響も一時的かつ比較的軽

微にとどまったとみられ、ここ数年のインド経済の好調は途上国のなかで際立っている。 

ただし、こうしたインドのマクロ経済の高成長は、必ずしも貧困の解消や低所得層の

収入改善に結びついていない。南アジアはサブサハラアフリカと並び貧困層の多い地域

だが、インドはそのなかでも貧困率が高い（第 1 表）。 

第 1 表：南アジア諸国の所得水準と貧困率 

 

 

 
（注）貧困率は 1 日 1.9 ドル（購買力平価ベース）未満で生活する人の全人口に対する比率。 

（資料）世界銀行“World Development Indicators”より作成 
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特筆すべきは、インドは、バングラディッシュ、パキスタン、ネパールよりも一人当

たり GDP が大きいにもかかわらず、これら 3 カ国よりも貧困率が高いことである。経

済発展が貧困の解決に対して寄与する度合いが小さい様子が窺える。インドを代表する

経済学者アマルティア・セン教授らによれば、インドでは、経済成長が社会的厚生に及

ぼす影響が非常に限られており、また、高技能労働者を除く多くの労働者の賃金・所得

の伸びは緩慢である 1。 

GST の導入は、税制および税務に関する非効率の解消につながる重要な政策であり、

その意義は大きい。外資を含めたインド国内の企業の事業環境を改善し、経済の成長と

発展に寄与することとなろう。しかし、こうした経済好調の恩恵を受けるのが一部の主

体に限られ、社会の隅々まで行き渡らなければ、貧困は解消せず所得格差は拡大する。

セン教授らは、また、途上国において重要なのは、学校教育、保健医療、安全な水の供

給などの公共サービスの発達であると説く。成長促進のための経済政策の実施と同時に、

高成長から取り残された多くの低所得層を対象とした、所得再分配政策に対する議論の

活発化が待たれる。 
以 上 
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